
�GIS�という語をご
存じですか？ 聞いた
こともない人が多いか
もしれませんが、既に
その一部は実用化され
ています。代表的なも
のとしては、カーナビ
ですが、消防本部にお
いても、電話通報と同
時に付近の地図が表示
される指揮台、これもGIS です。GIS（Geographic
Information System）は、地理情報システムのこ
とで、地図の図形情報と様々な属性情報をコン
ピュータを用いて統一的に管理することで、
様々な形で表示したり、集計・解析したりする
ことのできるシステムです。従って、地図に関
連ある多くの情報を分かり易くする場合に、
GIS は威力を発揮します。
GIS 導入によって、どのような効果が期待で
きるのでしょうか？ 地図情報など様々な情報
の検索や共有、処理などが圧倒的に効率化され
るでしょう。また、従来は実施できなかったよ
うな調査・検討が十分行えるようになり、これ
らにより、合理的・タイムリーな意志決定が可
能となり、より付加価値の高い行政サービスの
提供が可能になると考えられます。なお、地図
データの縮尺精度は、固定資産税課税業務に使
用することを考慮すれば、１０００分の１程度（大
縮尺）の位置精度が必要となるでしょう。
大縮尺のGIS は消防防災行政の分野で、具

体的にどのような利用
が考えられるのでしょ
うか？ まず、被害想
定が考えられます。消
防研究所の開発した
�簡易型地震被害想定
システムVer２�は、
１�メッシュ単位です
が、大縮尺による戸単
位の、ミクロな被害想

定により、きめ細かい防災対策が可能となりま
す。火災等の発生時に、消火栓や防火水槽の位
置を瞬時に把握し、適切な消化活動もできます。
林野火災、防火訓練（避難所・避難路の確保）
のシュミレーションにも役立つことでしょう。
予防・危険物規制行政のデータ整理・分析にも
有効でしょう。
このように消防行政全般にわたる利用が考え
られるGIS も、整備には検討すべき事項も多
くあります。例えば、GIS は、消防のみの利用
にとどめるのではなく、地方行政全般さらには
民間を含めた国全体の利用によってその真価を
発揮することから、作成に多くの費用を要する
地図情報の作成主体、費用分担について明らか
にしておくことが必要です。現在、国では関係
省庁連絡会議を設置し、国土空間データ基盤の
標準化・整備等を検討中ですが、種々の課題が
解決され一日も早いGIS の本格的普及・利用
が待たれます。
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消防防災とGIS

防災課長 益本 圭太郎
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去る３月７日�、午前１０時３０分から東京都千
代田区にある日本武道館において、天皇皇后両
陛下ご臨席のもと自治体消防制度５０周年記念式
典が自治省消防庁主催、財団法人日本消防協会、
全国消防長会、財団法人日本防火協会の共催に
より開催されました。
昭和２３年３月７日に消防組織法が施行され、
市町村消防の原則に基づく今日の消防制度が確
立して以来、５０周年を迎えるにあたり、これを
記念して、消防関係者をはじめ国民が挙って我
が国における消防の発展を回顧すると共に、阪
神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国民の安全確
保を図る観点から、社会経済情勢の変化に対応
した消防防災体制の充実強化を期するため、全
国から消防長や消防団長・副団長、各表彰受章
者、地方公共団体関係者等約８，５００人が参列し
ました。
式典は、午前１０時３０分 天皇皇后両陛下のご
臨席とともに始まり、東京消防庁音楽隊による
国歌吹奏、谷合靖夫消防庁長官の開式の辞、上

杉光弘自治大臣が式辞を述べられ、天皇陛下の
おことば、続いて来賓祝辞として橋本龍太郎内
閣総理大臣、伊藤宗一郎衆議院議長、斎藤十朗
参議院議長、山口繁最高裁判所長官の三権の長
と、地方公共団体を代表して栗原勝全国市長会
会長（浜松市長）が祝辞を述べられました。
引き続き、表彰及び感謝状贈呈となり、内閣
総理大臣表彰、自治大臣感謝状贈呈、消防庁長
官表彰、日本消防協会会長表彰、全国消防長会
会長表彰、日本防火協会会長表彰を行いました。
その後、幼年消防クラブの特別演技として、
埼玉県入間市のゆりかご保育園とおおぎ保育園
の園児による組体操の後、澤井安勇消防庁次長
の閉式の辞により、祈念式典は終了しました。
こうして成功裡のうちに幕を閉じた自治体消
防制度５０周年記念式典は、消防がこれまで辿っ
てきた半世紀の発展の歴史を振り返るとともに、
来るべき２１世紀に向けた消防のあり方について
決意を新たにさせる節目の日として、消防の歴
史の１ページを記しました。

本日、ここに、全国から参加した消防長、消防団長を始め、多くの関係者と共に、自治体消防制度
５０周年を祝うことを誠に喜ばしく思います。
市町村を主体とする新たな消防制度が発足したのは、戦後間もない、なお困難な時代でありました。
当時、消防機材も乏しい中、消防団を中心に、新しい消防制度の確立のために力を尽くした関係者の
労苦が察せられます。
その後５０年の間に、自治体消防は、時代の推移に対応して、組織、設備、機能の充実強化を進め、
地域社会の安全確保に大きく貢献してきました。ここに、関係者の長年にわたる昼夜を分かたぬ努力
に深く敬意を表します。また、その間、厳しい任務を遂行する中で、負傷し、病を得た人々に思いを
致し、殉職した人々に心から哀悼の意を表したいと思います。
消防は、火災のみならず様々な災害から国民の生命、身体及び財産を守るという極めて重要な役割
を持つものであります。これからの消防活動には、都市化や高齢化などに伴う多くの困難が予想され
ます。同時に、大規模災害や海外での災害など、取り組むべき新たな課題も少なくありません。
消防関係者が、今後とも、装備の充実と技術の向上に努め、安全な社会を築くために力を尽くして
いくことを期待するとともに、国民一人ひとりが消防の使命の達成に一致協力していくことを切に希
望いたします。

天皇陛下のおことば

自治体消防制度５０周年記念式典の結果について

総 務 課
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内閣総理大臣表彰

（敬称略）

山 形 県 真室川町消防団団長 黒坂久右衛門

茨 城 県 元高萩市消防団団長 穗 積 政 次

神奈川県 横浜市磯子消防団団長 金 子 � 一
兵 庫 県 安富町消防団団長 北 野 活 郎

和歌山県 白浜町消防団団長 山 本 明

鳥 取 県 米子市消防団団長 種 原 敏 彦

島 根 県 日原町消防団団長 森 元 信 好

福 岡 県 田川市消防団団長 平 田 � 馬
長 崎 県 元長崎市消防団団長 � � � 次
宮 崎 県 宮崎市消防団団長 � 吉 富 夫

東 京 都 元東京消防庁消防総監 中 � 永 吉

大 阪 府 元大阪市消防局長 岡 本 � 晃
大 阪 府 元堺市高石市消防組合消防本部消防長

谷 義 夫

自治大臣感謝状

（敬称略）

安 倍 北 夫

伊 藤 和 明

乾 良 次

宇佐美 龍 夫

内 田 公 三

川 越 昭

斎 藤 光

島 崎 修 次

消防庁長官表彰

（敬称略）

１ 功 労 章 ２５０名

永年勤続功労章 ２，９９９名

都道府県消防防災関係事務従事職員表彰 ８名

代表 岡山市消防局消防正監 太田 力男

２ 表 彰 旗 ５１機関

代表 山形県大石田町消防団

３ 竿 頭 綬 ４７機関

代表 三重県勢和村消防団

日本消防協会会長表彰

（敬称略）

１ 特別表彰まとい １０機関

代表 岐阜県神戸町消防団

２ 特別功労章 １０名

代表 東京都消防協会会長 武藤 庄一

３ 表 彰 旗 ６１機関

竿 頭 綬 １１４機関

功 績 章 ９８８名

精 績 章 ２，３２９名

勤 続 章 ３０年以上 ５，１０５名

５０年以上 ９１２名

代表 新潟県小国町消防団

４ 優良婦人消防隊 ５１隊

優良婦人消防隊員 ４８名

代表 熊本県阿蘇町蔵原婦人消防隊

全国消防長会会長表彰

（敬称略）

１ 特別功労章 ３１名

代表 秋田市消防本部消防長 高橋 弘

２ 消防行政功労章 ４名

代表 向日市消防本部消防長 長谷川 純

３ 永年勤続功労章 １８，１８７名

代表 姫路市消防局消防署長 吉川登志弘

日本防火協会会長表彰

（敬称略）

優良都道府県幼少年婦人防火委員会表彰 ５団体

優良市町村幼少年婦人防火委員会表彰 ４１団体

優良幼年消防クラブ表彰 ４６団体

優良少年消防クラブ表彰 ４３団体

優良婦人防火クラブ表彰 ４５団体

代表 埼玉県入間市幼年消防クラブ連合会

会長 小 泉 泰 人
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石油コンビナート等特別防災区域の現況（平

成９年４月１日現在）が取りまとめられたので、

その概要を紹介します。

特別防災区域の現況について

� 特別防災区域の現況

ア 特別防災区域等

石油コンビナート等災害防止法では、

石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理

量が大量である一定の地域であって、当

該区域に所在する特定の事業所について、

災害の発生及び拡大の防止のための特別

の措置を講じさせることが必要であると

認められる区域を石油コンビナート等特

別防災区域（以下�特別防災区域とい

石油コンビナート等特別防災区域の現況について

特殊災害室
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う。）として指定しており、平成９年４

月１日現在で８７地区が指定されています。

また、これらの特別防災区域が所在す

る市町村は１１５、所轄する消防機関は１０１

となっています。

イ 特定事業所

特別防災区域に所在する事業所は、石

油の貯蔵・取扱量等により第１種事業所

又は第２種事業所（以下�特定事業所
という。）として区分され、それぞれ特

別の規制がなされています。中でも、石

油と高圧ガスを共に取り扱う第１種事業

所については、災害防止の徹底を図る観

点から事業所内の施設地区の面積、配置

及び他の事業所等との関係についても規

制（レイアウト規制という。）されてい

ます。

これらの特定事業所の状況は、表１の

とおりとなっています。

ウ 石油の貯蔵・取扱量等

特定事業所における石油の貯蔵・取扱

量は、２０，１４０万 k�となっています。
また、特定事業所における屋外貯蔵タ

ンクの設置状況は、表２のとおりとなっ

ています。

エ 高圧ガスの処理量

特定事業所における高圧ガスの処理量

は、１，１８１，２０７万N�となています。
また、特定事業所における高圧ガスタ

ンクの設置状況を、高圧ガスの種別毎に

みると、その内訳は表３のとおりとなっ

ています。

� 防災体制の現況

ア 自衛防災組織等

特定事業所を設置する特定事業者は、

災害の発生及び拡大を防止するため自衛

防災組織を設置することとされています。

また、同一の区域に所在する特定事業

所相互が、一体となった防災体制の確立

が図れるよう、共同防災組織及び石油コ

ンビナート等特別防災区域協議会を設置

できることとされており、これらの組織

等の設置状況は、表４のとおりとなって

います。

イ 石油コンビナート等防災本部

特別防災区域の所在都道府県において

は、石油コンビナート等防災計画の作成

及びその実施に関する連絡調整等、特別

防災区域に係る防災に関する重要な事項

を推進するため、知事を本部長とする石

油コンビナート等防災本部を置くことと

されており、関係都道府県の全てに設置

されています。

また、１の特別防災区域が２以上の都

府県にわたって所在している場合には、

これらの都府県は防災本部の協議会を設

置することとされており、広島県と岡山

県（福山・笠岡地区）及び山口県と広島県

（岩国・大竹地区）に設置されています。

ウ 防災資機材等

自衛防災組織等には、その業務を行う

上で必要な化学消防自動車、泡消火薬剤

等の防災資機材等を備え付けるとともに、

これらを操作する防災要員を置くことと

されています。

また、特別防災区域が所在する市町村

においては、特別防災区域における災害

の発生に備える必要があることから、消

防力の基準において同様に備え付けなけ

ればならないこととなっていますが、そ

の整備については、当室所管の補助金に

より経費の一部の補助がなされています。

さらに、特別防災区域所在都道府県に

おいては、関係市町村の消防力を補完し、

特別防災区域の防災体制を充実強化する

ため、泡消火薬剤、オイルフェンスの整

備に努めています。

これらの防災体制における防災資機材

等の整備状況は、表５のとおりとなって

います。
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表１ 特定事業所の状況

表２ 特定事業所における屋外貯蔵タンクの基数

表３ 特定事業所における高圧ガスタンクの基数

表４ 自衛防災組織等の設置状況

特定事業所の種別 特定事業所数

第１種事業所

（レイアウト対象事業所の内数）

４９０

（２３５）

第２種事業所 ３８９

合 計 ８７９

タンク型式

容量別等
外部浮きぶた 内部浮きぶた そ の 他 計

容
量
別

（�）

１，０００未満 ６７ ２１６ １４，７０１ １４，９８４
１，０００～１万 ９０６ ４９４ ３，９０２ ５，３０２
１万 ～５万 ７３７ ６５ ９２４ １，７２６
５万 ～１０万 ４９０ ０ ３３ ５２３
１０万以上 ４７５ ０ ８ ４８３

直
径
別

（m）

２４未満 ７１８ ６５７ １７，６５２ １９，０２７
２４ ～ ３４ ４１６ ７７ １，１９０ １，６８３
３４ ～ ４０ ４３１ ３９ ６３１ １，１０１
５０ ～ ６０ １８０ ２ ７９ ２６１
６０以上 ９３０ ０ ８ ９８３
岩盤タンク － － ８ ８

合 計 ２，６７５ ７７５ １９，５６８ ２３，０１８

タンク容量（t）

高圧ガスの種別

１００
未満

１００～
５００未満

５００～
１０００未満

１０００～
５０００未満

５０００
以上

計

液化アンモニア ２７６ ２７ ２０ １９ １１ ３５３

液化塩素 １１８ ４５ ０ ０ ０ １６３

その他の毒性ガス １２２ ３６ ３ ５ ０ １６６

液化石油ガス ３９３ ２４６ ３４８ ２９１ １４６ １，４２４

液化天然ガス １ ０ ０ １ ２６ ２８

その他の可燃性ガス ３３７ １１２ １０９ １６９ １０ ７３７

合 計 １，２４７ ４６６ ４８０ ４８５ １９３ ２，８７１

組 織 の 種 別 組織の数

自衛防災組織 ８７９

共同防災組織 １００

石油コンビナート等特別防災区域協議会 ６５

－６－



１ はじめに

平成１０年３月２５日、消防法施行令の一部を

改正する政令（平成１０年政令第５０号）が公布

され、同日から施行されることになった。今

回の改正は、回転翼航空機による救急搬送の

需要等にかんがみ、回転翼航空機による救急

隊の編成及び装備の基準を規定し、回転翼航

空機による救急業務の推進を図ることとした

ものである。

２ 消防法施行令の改正の背景等について

� 国における取組（各種報告書等）

�消防におけるヘリコプターの活用とその整
備のあり方に関する答申（平成元年３月、

消防審議会答申）

消防ヘリコプターの整備を全国的に推進

し、ヘリコプターを活用した消火、人命の

救助、救急業務等いわゆる航空消防を積極

的に展開していくことが、これからの消防

にとって重要な課題であるといわなければ

ならない。

（略）

消防ヘリコプターは、各都道府県域に少

なくとも１機以上配置されることを基本と

し、２１世紀初頭には、我が国全土にわたっ

てこのような配置が整い、各地域において

消防活動に積極的に活用される体制が確立

されることを目標とするべきである。

�救急業務及び救急医療業務に関する行政監
察結果報告書（抄）（平成７年７月、総務

庁行政監察局）

自治省は、（略）重篤な傷病者の救命効

果の向上を図るためのヘリコプターの導入

・活用を推進する観点から、次の措置を講

じる必要がある。

１）消防・防災の用途に使用するためその

導入及び運航について財政支援措置を受

けているヘリコプターの運航を他にゆだ

ねている都道府県に対し、救急活動が消

防機関により一貫して行われるよう指導

すること。

表５ 防災資機材等の整備状況

�市町村（消防機関）欄の数値は、都道府県からの借用分を含む。

区 分 都 道 府 県 市町村（消防機関） 特 定 事 業 所

消防吏員 防災要員（直）

人 員 （人） － ５２，１１６ ６，４７３

大型化学消防車 （台） ０ １０４ １９２

大型高所放水車 （台） ０ ８８ １５５

泡原液搬送車 （台） ３ １０３ １６３

その他の消防車 （台） ２ ２，４７０ ４００

オイルフェンス （m） ４４，９２０ １８，８９６ ５７５，２２８

オイルフェンス展張船 （隻） ０ ０ ２８７

油回収船 （隻） ０ ０ ４８

消防艇 （隻） ０ ３４ －

泡消火薬剤 （�） １，０１１ ３，９１２ １０，９９０

消防法施行令の一部を改正する政令について

救急救助課
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また、ヘリコプターを使用した救急業

務における救急隊員の乗務の指針を示す

こと。

２）ヘリコプターの救急活動への活用を促

進するため、傷病者の症状に応じ医師の

代わりに救急救命士等を活用するよう都

道府県及び消防本部を指導すること。

３）ヘリコプターの導入を促進するため、

ヘリコプターを導入していない都道府県

に対し、ヘリコプターを保有する都道府

県及び消防本部における施設整備、運航

体制の整備及び維持管理などの各種ノウ

ハウを提供する等により、ヘリコプター

の導入条件の早期整備が図られるよう支

援すること。

�交通事故における救急ヘリコプターの実用
化に関する調査研究報告書（抄）（平成８

年３月、総務庁交通安全対策室）

本調査研究においては、我が国における

救急ヘリコプターの実用化に当たって、消

防・防災ヘリコプターの活用が適切である

と結論付けた。

� 地方公共団体の取組

地方公共団体においても、特に、平成７年

１月の阪神・淡路大震災の際にヘリコプター

が重症患者の輸送、食料品等の物資輸送、救

助隊員等の人員輸送、被害状況の調査・情報

収集等に活用されたことから、その必要性が

改めて認識され、航空消防防災体制の充実に

向け、積極的な取り組みがなされている。

�消防・防災ヘリコプターの配備の進展等
各都道府県の区域に消防・防災ヘリコプ

ターを当面少なくとも１機以上配備するこ

とを目標に（平成５年消防救第４５号消防庁

次長通知）、積極的に消防・防災ヘリコプ

ターの配備が進められているところであり、

平成９年度末現在で、全国に６３機、４０都道

府県域をカバーするに至っている。

また、回転翼航空機による救急搬送件数に

ついても、増加の傾向にあり平成８年は、４２８

件となっている。

�全国航空消防防災協議会の設立
平成８年１月には、消防・防災ヘリコプ

ターに係る地方公共団体相互間の連絡調整

の推進を図るため、全都道府県、１２政令指

定都市、東京消防庁、岡山市を構成員とし

て全国消防防災協議会が設立されたところ

である。

全国消防防災協議会においては、調査研

究事業（各専門委員会の設置）の実施や研

修会の開催等航空消防防災体制の充実強化

に向けた取組がなされている。

� ヘリコプターによる救急システム検討委員

会結果報告書（抄）（平成８年１２月、消防庁）

これらの国及び地方公共団体における取組

等を踏まえ、消防庁において消防・防災ヘリ

コプターの救急業務への活用及びそのシステ

ムの構築のための必要な課題等について検討

を行うため、�ヘリコプターによる救急シス
テム検討委員会が設置され、その報告書に
おいて、�ヘリコプターによる傷病者の救急
搬送についても、標準的な救急業務として法

令上も位置づける必要があるものと考え

る。とされた。
以上のように、回転翼航空機による救急搬

送需要の増加、消防・防災ヘリコプターの配

備の進展等国及び地方公共団体において航空

消防防災体制の充実強化に向け積極的な取組

がなされているところである。

消防・防災ヘリコプターの配備状況（各年度末現在）

（注）県域とは、都道府県域のこと

消防・防災ヘリコプターによる救急搬送件数

平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年

３０機
１５県域

３５機
１８県域

３９機
２２県域

５０機
２９県域

５８機
３５県域

６３機
４０県域

平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年

２０５件 １９５件 ２６９件 ３８９件 ４２８件

－８－



そこで、この度、令第４４条を改正し、回転

翼航空機による救急隊の編成及び装備の基準

を示すことにより、回転翼航空機による救急

隊を消防法上の救急隊として明確に位置づけ、

消防法上認められている法的効果を享受でき

ることを明確にしたのである。

（参考）消防法上の救急業務に認められてい

る法的効果

� 救急搬送中に行う応急の手当が法令に

基づく正当業務行為となること（消防法

第２条第９項）

� 救急隊員が現場にある者に対し、救急

業務への協力要求をすることができるこ

と（同法第３５条の７）

� 救急業務に協力した者に対し、災害補

償の適用があること（同法第３６条の３）

� 救急隊に関し緊急通行権が認められる

こと（同法第３５条の８）

３ 政令改正の概要

� 政令改正の概要

救急隊の編成及び装備の基準に、回転翼航

空機１機及び救急隊員２人以上により編成さ

れるものを加え、回転翼航空機には、傷病者

を搬送するに適した設備をするとともに、救

急業務を実施するために必要な器具及び材料

を備え付けるものとした（令第４４条第１項、

第２項）。

� 救急隊の編成の基準（令第４４条第１項）

回転翼航空機による救急隊の編成基準につ

いては、�回転翼航空機１機及び救急隊員２
以上と定められたわけであるが、�救急隊
員２人以上とされたのは、傷病者に心肺蘇
生措置等を実施する場合や、傷病者に対し効

率的で正確な観察を行うためには最低２人以

上の救急隊員が必要であるからである。

� 救急隊の装備の基準（令第４４条第２項）

回転翼航空機による救急隊の装備の基準に

ついては、�回転翼航空機には、傷病者を搬
送するに適した設備をするとともに、救急業

務を実施するために必要な器具を備え付け

ることとされたが、原則として、高規格救急

自動車に積載している救急資器材と同様のも

のを積載することを基本とするが、飛行環境

の影響や限られた空間等の条件を考慮した救

急資器材の選定を行う必要がある。

※新旧参照条文

（新）第四十四条 救急隊は、救急自動車一

台及び救急隊員三人以上をもつて、

又は回転翼航空機一機及び救急隊員

二人以上をもつて編成しなければな

らない。

２ 前項の救急自動車及び回転翼航空

機には、傷病者を搬送するに適した

設備をするとともに、救急業務を実

施するために必要な器具及び材料を

備え付けなければならない。

３ （略）

（旧）第四十四条 救急隊は、救急自動車一

台及び救急隊員三人以上をもつて編

成しなければならない。

２ 前項の救急自動車には、傷病者を

搬送するに適した設備をするととも

に、救急業務を実施するために必要

な器具及び材料を備えつけなければ

ならない。

３ （略）

４ 終わりに

現在、消防・防災ヘリコプターは、救急活動

をはじめ、情報収集、林野火災の消火、人命救

助等様々な業務に活用されているところである

が、今後も住民のニーズを的確に捉え、住民福

祉の向上のため積極的に活用していくことが求

められている。

我が国におけるヘリコプター救急は未だ発展

途上の段階である。今政令改正を契機に各地方

公共団体において回転翼航空機による救急業務

を積極的に実施するとともに、それぞれの地域

の実情等を踏まえ、実効性のある回転翼航空機

による救急業務実施体制を確立していくことが

望まれる。

－９－



危険物の規制に関する政令の一部を改正する

政令（平成１０年政令第３１号）が平成１０年２月２５

日に、また、危険物の規制に関する規則の一部

を改正する省令（平成１０年自治省令第６号）及

び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を

定める告示の一部を改正する件（平成１０年自治

省告示第７２号）が平成１０年３月４日に、それぞ

れ公布又は公示されました。

今回の改正は、�規制緩和推進計画（平成９
年３月２８日閣議決定により再改定）に基づき規

制緩和の観点から措置される諸事項のほか、阪

神・淡路大震災における危険物施設の被害状況

を踏まえて危険物施設の附属設備について耐震

性の向上を図る事項、計量単位を国際単位系に

係る計量単位に改める事項等が含まれ、その改

正内容は多岐にわたるものとなっています。

以下、今回の政省令等の改正の概要について

紹介します。

第１ 規制緩和推進計画関連

規制緩和推進計画関連で改正された事項は、

次のとおりです。

１．顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に関

する事項

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（いわ

ゆる有人セルフサービス方式の給油取扱所のこ

とで、詳細に表せば�顧客に自ら自動車若しく
は原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しく

は軽油を容器に詰め替えさせることができる給

油取扱所のことをいいます。危険物の規制に
関する規則（昭和３４年総理府令第５５号。以下単

に�規則といいます。）第２８条の２の４を参
照してください。）に関して、位置、構造及び

設備（消火設備を除く。）の技術上の基準につ

いて危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令

第３０６号。以下単に�令といいます。）第１７条
第１項から第４項までに掲げる基準を超える特

例が定められるほか（令第１７条第５項及び規則

第２８条の２の５から第２８条の２の７まで）、消

火設備の技術上の基準が定められました（規則

第３３条等）。

また、当該給油取扱所における取扱いの技術

上の基準は、令第２７条第６項第１号（カを除

く。）の規定の例によるほか、規則で定めると

ころによるものとされました（令第２７条第６項

第１号の３及び規則第４０条の３の１０）。

さらに、当該給油取扱所の予防規程において、

顧客に対する監視その他保安のための措置に関

することを定めるものとされました（規則第６０

条の２第１項第８号の２）。

２．液化石油ガスの充てん設備を設置する給油

取扱所に関する事項

液化石油ガスを燃料として用いる自動車等に

当該ガスを充てんするための設備を設ける給油

取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準に

ついて、圧縮天然ガスを充てんするための設備

を設ける給油取扱所との形態の相違等を勘案し

つつ、令第１７条第１項及び第２項の基準の特例

が定められました（令第１７条第３項第４号及び

規則第２７条の２から第２７条の４まで）。

３．給油取扱所における軽油の注油行為に関す

る事項

建設現場等における土木建設重機等に対する

燃料用軽油の補給について利便を図るため、建

設現場への軽油の供給を容易にする観点から、

給油取扱所の定義が改められ、給油取扱所にお

いて、灯油のほか軽油についても固定した注油

設備を使用して容器に詰め替え、又は車両に固

危険物の規制に関する政令等の一部改正について

危険物規制課
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定されたタンクに注入することができるものと

されました（令第３条第１号）。

これに伴いまして、給油取扱所の位置、構造

及び設備の技術上の基準並びに取扱いの技術上

の基準に関し、軽油を容器に詰め替え、又は車

両に固定されたタンクに注入するための固定注

油設備に係る位置、構造及び設備の技術上の基

準並びに取扱いの技術上の基準について、従来

の灯油用固定注油設備に係る技術上の基準と同

様の基準が盛り込まれました（令第１７条第１項、

令第２７条第６項第１号等）。

４．一般取扱所の特例に関する事項

一般取扱所のうち、その施設における危険物

の取扱形態が類型化できる次のものについて、

新たに令第１９条第１項の基準の特例が定められ

ました（令第１９条第２項第１号の２、第７号及

び第８号）。

� 洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに

類する一般取扱所

� 切削油として危険物を用いた切削装置又は

研削装置を設置する一般取扱所その他これに

類する一般取扱所

� 危険物以外の物を加熱するため危険物を用

いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所

その他これに類する一般取扱所

また、ボイラー、バーナーその他これらに類

する装置で危険物を消費する一般取扱所につい

ても新たに建築物の屋上に設置する形態のもの

が１つの類型としてが追加されました（規則第

２８条の５７第４項）。

５．製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱う

タンクに関する事項

� 容量の算定方法

製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタ

ンク（以下�２０号タンクという。）について、
その形態に応じた容量の算定方法として、２０号

タンクのうち、特殊の構造又は設備を用いるこ

とにより当該タンク内の危険物の量が令第５条

第２項で算出される容量未満の一定量を超える

ことのないものについては、その一定量を当該

タンクの容量とすることとされました（令第５

条第３項）。

� 位置、構造及び設備の技術上の基準

２０号タンクのうち、屋外にあるタンク又は屋

内にあるタンクであって、その容量が指定数量

の５分の１未満のものについては、屋外タンク

貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、

又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技

術上の基準の例による必要がないものとするな

ど、技術上の基準を緩和する改正が行われまし

た（令第９条第１項第２０号等）。

６．製造所等の危険物を取り扱う配管に関する

事項

従来、製造所等の危険物を取り扱う配管は、

鋼製その他の金属製のものに限定されていまし

たが、技術的基準については適切な場合におい

て性能規定化するという政府全体の方針を踏ま

えまして、今回の改正により、金属製以外の配

管であっても使用することができるよう製造所

等の危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設

備の技術上の基準について、強度、耐薬品性、

耐熱性及び耐腐食性の観点から、令第９条第１

項第２１号等の規定が整理されました。

７．貯蔵所において貯蔵することができる危険

物以外の物品の範囲の拡大に関する事項

屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において同時に貯

蔵することができる危険物と危険物以外の物品

の組合せ及び屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯

蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所

において貯蔵することができる危険物以外の物

品の追加等が行われました（規則第３８条の４）。

８．高圧ガスの移動式製造設備に係る製造のた

めの施設に対する保安距離に関する事項

高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設

備である高圧ガスの製造のための施設にあって

は、令第９条第１項第１号ニの規定により製造

所等が距離を保つべき高圧ガスの製造のための

施設を移動式製造設備が常置される施設（貯蔵

設備を有しない移動式製造設備に係るものを除

く。）のみに限るものとされました（規則第１２
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条第１号及び告示第３２条第２号関係）。

第２ 危険物施設の耐震対策関連

危険物施設の耐震対策関連で改正された事項

は、次のとおりです。

特定屋外貯蔵タンクの緊急遮断弁に関する事項

阪神・淡路大震災における危険物施設の被害

状況等を踏まえまして、耐震対策の観点から、

特定屋外タンク貯蔵所の液体の危険物を移送す

るための屋外貯蔵タンク（容量が１万キロリッ

トル以上のものに限る。）の配管には、当該配

管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合

に直ちに閉鎖することができる弁を設けるもの

とされました（令第１１条第１項第１２号の３）。

なお、当該弁は、遠隔操作によって閉鎖する機

能を有するとともに、当該操作を行うための予

備動力源が確保されたものとすることとされま

した（規則第２１条の６）。

第３ その他

その他、改正された事項は次のとおりです。

１．国際単位系に係る計量単位への変更に関す

る事項

計量法の改正に伴い、取引又は証明に使用さ

れる計量単位を国際単位系に係る計量単位に変

更するものとされたことを踏まえまして、今回

の改正により、令及び規則において使用されて

いる計量単位が国際単位系に係る計量単位に改

められ、数値について所要の改正がなされまし

た（改正条文は多数のため省略します）。

２．危険物取扱者試験受験願書等における押印

義務の廃止に関する事項

押印に係る国民負担の軽減という政府全体の

方針を踏まえまして、危険物取扱者免状交付申

請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険物取

扱者免状再交付申請書及び危険物取扱者試験受

験願書について押印義務が廃止されました（規

則別記様式第２１等）。

３．その他

介護保険法及び職業能力開発促進法の改正に

伴う規定の整備のほか、今回の改正にあわせて、

所要の規定の整備が図られました。

第４ 施行期日等

１．施行期日

原則として平成１０年３月１６日から施行するも

のとされていますが、次に掲げる事項について

は、それぞれ次に定める日から施行するものと

されています。

� 特定屋外貯蔵タンクの緊急遮断弁に関する

事項、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所

に関する事項及び危険物取扱者試験受験願書

等における押印義務の廃止に関する事項 平

成１０年４月１日

� 国際単位系に係る計量単位への変更に関す

る事項 平成１１年１０月１日

� 他法令改正に伴う規定の整備 他法令改正

の施行日

２．経過措置

今回の政省令の改正に際し、所要の経過措置

が設けられていますが、そのうち主なものは次

のとおりです。

� 平成１０年４月１日において令第１１条第１項

第１２号の３に適合する緊急遮断弁を設けてい

ない屋外貯蔵タンク（容量が１万キロリット

ル以上のものに限る。）の技術上の基準につ

いては、平成２１年３月３１日までの間は、なお

従前の例によるものとされました。

なお、この経過措置の期間は、保安検査時

等のタンクの開放時期に令第１１条第１項第１２

号の３に適合する緊急遮断弁を設けることを

想定して設けられています。

� 今回の改正により、危険物取扱者免状交付

申請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険

物取扱者免状再交付申請書及び危険物取扱者

試験受験願書の様式の押印部分が削除されま

すが、平成１０年４月１日において現に存する

旧様式のものについては、当分の間、これを

使用することができるものとされています。

しかしながら、旧様式のものを使用する場合
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においても、申請者は押印することを要しな

いものとされています。

� 平成１１年１０月１日において国際単位系に係

る計量単位への変更にあわせ、数値が変わる

ことに伴い、若干強化される技術上の基準に

適合しない製造所等の構造又は設備に係る技

術上の基準については、なお従前の例による

ものとされました。

セルフサービス方式の給油取扱所については、

昨年１１月に出された�給油取扱所の安全性等に
関する調査検討委員会の報告を踏まえ、本年
４月１日より導入するため、危険物の規制に関

する政令及び危険物の規制に関する規則の改正、

運用基準の通知等所要の措置を講じたところで

す。都道府県や消防機関の方々には、新たに基

準等を整備したことから、その対応のため、格

別の御努力・御協力をいただいているところと

思いますが、危険物の取り扱いが一般顧客にま

で及ぶというセルフ給油取扱所の特殊性ゆえに、

その安全の確保のためには、従来のように、危

険物施設の所有者・従業者等に対する指導等の

みならず、一般のドライバーへの注意事項の周

知も重要になります。

このようなこともあり、一般ドライバー向け

の注意事項を例示したものを作成してみました

（別紙）。給油作業時におけるドライバーへの

指導は、給油取扱所の監視者に行ってもらうこ

ととなりますが、都道府県や消防機関の方から

も折りにふれ、別紙のような注意事項を給油取

扱所関係者・一般ドライバーに対し、周知して

いただければ幸いです。

別紙

セルフ給油に関する注意事項

ドライバーが自ら給油を行うセルフサービス

方式の給油取扱所（セルフスタンド）の設置が、

平成１０年４月から認められることになります。

自動車等への給油に使われるガソリンは、気

温が－４０℃でも爆発性の混合気を形成する物質

ですので、直接点火しなくても、ガソリンから

離れた思わぬところの火源（ライター等の裸火

に限らず、静電気、衝撃の火花なども火源とな

ることがあります。）によって引火する可能性

があります。セルフスタンドには各種の安全装

置が設けられ、監視者による安全確認も行われ

ますが、安全に給油を行っていただくため、ド

ライバーの方々には、次の事項に十分留意して

いただく必要があります。

セルフ給油は

専用設備を備えたスタンドで！

� セルフスタンドへの乗り入れ

セルフスタンドは、一般のドライバーでも

安全に給油できるよう各種の安全上の措置が

講じられています。セルフスタンドには、進

入口等の見やすい箇所にドライバーが自ら給

油等を行うことができる給油取扱所である旨

が表示されています。

� セルフ用の固定給油設備横への停車

セルフスタンドには、セルフ用の安全装置

を備えた固定給油設備が設置されていますが、

セルフ用ではない固定給油設備も併せて置か

れていることがあります。セルフ用でない固

定給油設備ではドライバーが自ら給油するこ

とはできません。セルフスタンドに入ったら、

セルフ給油に関するドライバーへの注意事項について

危険物規制課
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固定給油設備がセルフ用であることを表示で

確認の上、定められた停止位置に停車し、エ

ンジンを停止させて下さい。

火気厳禁

燃料の種類をしっかり把握・確認！

自動車から降りたら、次の事項に注意しなが

ら給油を行いましょう。

� 火気使用の禁止

給油の際には、給油口からガソリン蒸気が

吹き出します。また、ガソリンが漏えいした

場合には、大量のガソリン蒸気が発生します。

このため、喫煙や喫煙のためライター（車内

のシガーライターを含む。）に火を着けると

いったことは絶対禁物です。

� 給油する自動車の燃料の把握

自動車には、ガソリンを燃料とするものの

ほか、軽油を燃料とするものがあります。ド

ライバーは自分の給油する自動車の燃料をき

ちんと把握しておく必要があります。特に、

社用車やレンタカーなど、常時使用しないよ

うな車を使用する場合は、注意する必要があ

ります。

なお、給油ホース機器には、給油できる燃

料の品目の表示があり、彩色される場合の色

は、ハイオクガソリンが黄、レギュラーガソ

リンが赤、軽油が緑となっています。

� 給油ノズルの適切な取扱い

給油は、コントロールブースの監視者が、

安全を確認したうえで、給油ポンプを起動さ

せることによって開始することができます。

給油ノズルの取扱いに当たっての注意事項は

次のとおりです。

・給油ノズルは給油口の奧まで差し込みます。

（ただし、自動二輪車等の場合は奥まで差

し込めませんので注意して下さい。）

・給油中はその場を離れないでください。

・自動車の燃料タンクが満たされると、給油

は自動的に停止しますので、そこで給油を

終了してください。（必要以上に給油しよ
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うとするとガソリンが給油の外にはね出し

たり、漏えいするおそれがあります。また、

自動二輪車等の場合は自動的に停止しない

場合がありますので、流量を絞りながら注

意して給油しましょう。）

・給油終了後は、給油ノズルを戻すことを忘

れないようにしてください。

・給油ノズルの操作方法はセルフスタンドに

より異なる場合がありますので、給油を始

める前に取り扱い方法をよく確認してくだ

さい。不明な点があれば、インターホンで

監視者に問い合わせて下さい。また、監視

者の指示には従って下さい。

去る３月２６日
、全国から約４３０名の少年消
防クラブ員等がニッショーホールに集まり、�少
年消防クラブフレンドシップ’９８が開催され

ました。

少年消防クラブは、おおむね１０歳から１５歳ま

での少年少女により編成されるもので、少年期

少年消防クラブフレンドシップ'９８

%自分で守ろう みんなで守ろう&
防 災 課
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から防火・防災に関する知識を身に付け、地域

や家庭における防火・防災を図ることを目的と

しており、平成９年５月１日現在、約６，２００の

クラブが結成され、約５９万人がこれに参加して

います。

全国少年消防クラブ運営指導協議会（会長

消防庁長官）では、昭和２９年から毎年、優良な

クラブと指導者に対してその功績を表彰してい

ますが、平成８年度までに６２６のクラブに対し

て表彰旗を、１，０８３クラブに対して表彰楯を、

指導者５９７名に対して記念品を授与しています。

今回の�少年消防クラブフレンドシップ'９８
は、第１部�表彰式、第２部�アトラクショ
ン、第３部�講演という構成で実施しました。
第１部�表彰式では、消防庁長官から、特
に優良な少年消防クラブ（表彰旗）１６団体、優

良な少年消防クラブ（表彰楯）３１団体、優良な

指導者８名が表彰を受けた後、石川県宇ノ気町

大橋少年消防クラブの森 麻侑子さんが、�小
さな力をあわせ、精一杯頑張ってきました。今

日の表彰の感動を胸に、全国の仲間と互いに励

まし合いながら、より一層充実した活動を目指

していきます。とお礼の言葉を述べました。
第２部�アトラクションでは、全国でも珍

しい女性消防団員を主体とした横須賀市消防団

音楽隊が、子供向けの楽しい演奏を披露しまし

た。

第３部�講演は、テレビ、ラジオ等でおな
じみのタレントさんであり、ボランティア活動

にも積極的に取り組まれている清水國明さんが、

�備えあれば、楽しい！という題で、大変わ
かりやすくお話をされ、子供たちも、清水さん

の阪神・淡路大震災での自らのボランティアの

体験談や、家族でどのようにして災害に備えて

いるかなど、熱のこもった話に熱心に耳を傾け

ていました。

今回、この�少年消防クラブフレンドシッ
プ'９８に参加した、少年消防クラブの皆さん
は、�自分で守ろう みんなで守ろうという
防災マインドを全国に持ち帰り、日頃の活動に

さらに励んで、一人でも多くの仲間を増やし、

家庭や学校あるいは皆さんの住んでいる地域で

防火・防災の輪を広げていくリーダーとして活

躍してもらいたいと思います。また、指導者の

方々は、少年消防クラブの活動に、より一層の

熱意を注がれ、今後ともよろしく御指導をお願

いします。
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１ 総出火件数は２，１１１件の減少

平成９年における総出火件数は６１，９５５件（う

ち爆発のみの火災件数は１９４件）であり、前年

と比べると、２，１１１件減少（爆発のみの火災は

３０件減）しています。

火災種別ごとにみると、車両火災は２７７件、

航空機火災は１件それぞれ増加し、一方、建物

火災は２０３件、林野火災は５７３件、船舶火災は１８

件、その他火災は１，５９５件それぞれ減少してい

ます。

２ 火災による死者は１４８人の増加、負傷者は

５６２人の減少

火災による死者は、阪神・淡路大震災の影響

を受けた、平成７年中を除き、統計をとり始め

た昭和２１年以降、最高の２，１２６人（うち爆発の

みの火災による死者は９人）となりました。前

年と比べると、１４８人の増加（爆発のみの火災

による死者は３人減）で特に、放火自殺による

死者数の増加（６７人増）が目立っています。

火災種別ごとにみると、建物火災は１，４０８人、

林野火災は２４人、車両火災は２４４人、船舶火災

は２人、航空機火災は７人、その他の火災は４４１

人の死者が発生しています。

火災による負傷者は７，４８２人（うち爆発のみ

の火災による負傷者は１６４人）であり、前年と

比べると、５６２人減少（爆発のみの火災による

負傷者は９１人減）しています。火災種別ごとに

みると、建物火災は６，４１１人、林野火災は１７７人、

車両火災は２８２人、船舶火災は２２人、その他の

火災は５９０人の負傷者が発生しています。

３ 火災による死者（爆発を除く）の４０．１％は

乳幼児及び高齢者

火災による死者２，１２６人のうち、爆発を除い

た火災による死者２，１１７人について、年齢階層

別にみると乳幼児及び高齢者が、死者全体では

８４９人（４０．１％）をしめています。

また、建物火災による死者１，４０８人のうち、

爆発を除いた建物火災の死者１，３９９人において

は、６９０人（４９．３％）をしめています。

４ 建物火災の死者のうち居住建物による死者

は、８６．８％

建物火災における死者１，４０８人のうち、居住

建物（住宅、共同住宅、併用住宅）における死

者は１，２２２人（８６．８％）です。

５ 出火原因の第１位は#放火$、続いて#た
ばこ$#こんろ$
全火災６１，９５５件を出火原因別にみると、�放
火７，０５８件（１１．４％）、�た ば こ６，９０９件
（１１．２％）、�こんろ５，８２９件（９．４％）、�放火
の疑い５，７１４件（９．２％）、�たき火４，６５３件
（７．５％）、の順です。

爆発を除いた火災について、火災種別ごとに

みると、建物火災３４，４１３件にあっては、�こん
ろ５，７４７件（１６．７％）、�た ば こ３，８４３件
（１１．２％）、�放火３，４６０件（１０．１％）、�放火の
疑い２，５１１件（７．３％）、�ストーブ１，８８０件
（５．５％）の順です。

林野火災３，７６５件では、�たき火１，０１４件
（２６．９％）、�たばこ５９２件（１５．７％）、�火入
れ３６４件（９．７％）、�放火の疑い３３０件（８．８％）、
�火あそび２１５件（５．７％）の順です。
車両火災７，４３２件にあっては、�放火９９７件
（１３．４％）、�放火の疑い８０６件（１０．８％）、�排
気管６７２件（９．０％）、�衝突の火花３７７件（５．１％）
の順です。

その他の火災１６，０２３件にあっては、�たき火
２，６６９件（１６．７％）、�放火２，４９６件（１５．６％）、
�たばこ２，１１０件（１３．２％）の順です。

平成９年（１月～１２月）における火災の概況について

防災情報室
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平成９年（１月～１２月）における火災の概況（概数）

１ 全国の概況

� 出火件数

平成９年中における総出火件数は６１，９５５件で、

これは、１日当たり約１７０件、約８分に１件の

火災が発生したことになります。

これを火災種別ごとにみますと、以下のとお

りです。

総出火件数 ６１，９５５件

建 物 火 災 ３４，５５３件（５５．８％）

林 野 火 災 ３，７６６件（６．１％）

車 両 火 災 ７，４４１件（１２．０％）

船 舶 火 災 １２５件（０．２％）

航空機火災 ５件（０．０％）

その他火災 １６，０６５件（２５．９％）

また、それぞれを前年と比べますと、以下の

とおりとなります。

総出火件数 －２，１１１件（ －３．３％）減少

建 物 火 災 －２０３件（ －０．６％）減少

林 野 火 災 －５７３件（－１３．２％）減少

車 両 火 災 －２７７件（ ３．９％）増加

船 舶 火 災 －１８件（－１２．６％）減少

航空機火災 １件（ ２５．０％）増加

その他火災 －１，５９５件（ －９．０％）減少

（注）前年比較における前年数値（確定値）は、

その後の調査により変更があり、昨年同期

の発表数値と違うものがあります。以下同

じ。

� 死傷者数

平成９年中における死者数は２，１２６人、負傷

者は７，４８２人で、これは、１日あたり死者が５．８

人，負傷者が２０．５人それぞれ発生したことにな

ります。また、死者は、火災２９．１件に１人、負

傷者は８．３件に１人発生したことになります。

死者数、負傷者数についてそれぞれ前年と比

べますと、以下のとおりです。

死 者 １４８人（ ７．５％）増加

負傷者 －５６２人（－７．０％）減少

� 火災による損害

続いて火災による損害については、以下のと

おりです。

焼損棟数 ４６，５９４棟（ １２８棟／１日 １．３棟／件）

り災世帯数 ３２，１６３世帯（８８世帯／１日 ０．９世帯／件）

建物焼損床面積１，８１６，９２０�（４，９７８�／１日 ５２．６�／件）

建物焼損表面積 １６５，０２４�（ ４５２�／１日 ４．８�／件）

林野焼損面積 ３３３，７９２ａ（ ９１４a／１日 ８８．６a／件）

損害額１，６７４億７，５３０万円（４億５，８８４万円／１日 ２７０万円／件）

（火災１件あたりの損害状況について、焼損棟

数、り災世帯数、建物焼損床（表）面積は建物

火災件数で、林野焼損面積は林野火災件数で、

また損害額は総出火件数で割った数値を示

す。）

これらを前年と比べますと、それぞれ以下の

とおりとなります。

焼 損 棟 数 －４，４５２件（－８．７％）減少

り 災 世 帯 数 －１３７世帯（－０．４％）減少

建物焼損床面積 １０７，１８４�（ ６．３％）増加

建物焼損表面積 －１２，２９９�（－６．９％）減少
林野焼損面積 ９１，８０２ａ（３７．９％）増加

損 害 額 －３８億２，４４２万円（－２．２％）減少

２ 建物用途別にみた火災発生状況

建物火災３４，５５３件を建物用途別にみますと、

以下のとおりです。

住 宅 １３，２８２件（３８．４％）

共 同 住 宅 ４，８１９件（１３．９％）

工 場 ２，６４５件（７．７％）

複 合 用 途（特定） ２，１３６件（６．２％）

併 用 住 宅 １，６１８件（４．７％）

倉 庫 １，３６３件（３．９％）

複 合 用 途（非特定） １，１１９件（３．２％）

事 務 所 ７８４件（２．３％）

飲 食 店 ６４３件（１．９％）

物 品 販 売 店 舗 ５１１件（１．５％）

その他の用途の建物火災 ５，６３３件（１６．３％）

３ 出火原因別にみた火災発生状況

全火災６１，９５５件を出火原因別にみますと、以

－１８－



下のとおりです。

放 火 ７，０５８件（１１．４％）

た ば こ ６，９０９件（１１．２％）

こ ん ろ ５，８２９件（９．４％）

放 火 の 疑 い ５，７１４件（９．２％）

た き 火 ４，６５３件（７．５％）

火 あ そ び ２，６５３件（４．３％）

ス ト ー ブ １，９１０件（３．１％）

電灯・電話等の配線 １，２７２件（２．１％）

火 入 れ １，２５５件（２．０％）

マッチ・ライター １，１１５件（１．８％）

焼 却 炉 １，０５４件（１．７％）

配 線 器 具 ８９７件（１．４％）

電 気 機 器 ８５９件（１．４％）

溶 接 機 ・ 切 断 機 ７７１件（１．２％）

排 気 管 ７４６件（１．２％）

そ の 他 １１，１６４件（１８．０％）

不 明 ・ 調 査 中 ８，０９６件（１３．１％）

４ 死傷者の発生状況

� 火災種別死者発生状況

全死者２，１２６人について火災種別ごとにみま

すと、以下のとおりです。

建 物 火 災 １，４０８人（６６．２％）

林 野 火 災 ２４人（１．１％）

車 両 火 災 ２４４人（１１．５％）

船 舶 火 災 ２人（０．１％）

航 空 機 火 災 ７人（０．３％）

そ の 他 火 災 ４４１人（２０．７％）

� 火災種別負傷者発生状況

全負傷者７，４８２人について火災種別ごとにみ

ますと、以下のとおりです。

建 物 火 災 ６，４１１人（８５．７％）

林 野 火 災 １７７人（２．４％）

車 両 火 災 ２８２人（３．８％）

船 舶 火 災 ２２人（０．３％）

航 空 機 火 災 ０人（ － ）

そ の 他 火 災 ５９０人（７．９％）

� 死者の発生した経過別死者発生状況

全死者２，１２６人について、死者の発生した経

過別にみますと、以下のとおりです。

逃げおくれ ８６０人（４０．５％）

出火後再進入 ２７人（１．３％）

着 衣 着 火 １７４人（８．２％）

放 火 自 殺 ７７８人（３６．６％）

そ の 他 ２８７人（１３．５％）

 年齢階層別死者発生状況

爆発を除く死者２，１１７人について，年齢階層

別にみますと、以下のとおりです。

５ 歳 以 下 ５１人（２．４％）

６～６４歳以下 １，２４３人（５８．７％）

６５ 歳 以 上 ７９８人（３７．７％）

年 齢 不 明 ２５人（１．２％）
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当消防本部は高知市から東へ約５５�１時間１０
分の位置にあり１年中雪を見ない温暖な自然美

豊かな土地であり、四国山地の深山日本三大美

林魚梁瀬杉の山地千本山の麓から清流奈半利川

と安田川を形成し太平洋にそそいでいます。

ここで土佐勤王党の地の歴史についてこの場

をお借りして紹介させていただきます。

ここで私たち郷土の誇りであります幕末の藩

士（坂本龍馬と行動を共にした中岡慎太郎）に

ついて触れてみたいと思います。

天保九年西暦１８３８年４月１３日高知県安芸郡北

川村柏木の大庄屋中岡小伝次の長男に生まれる。

幼名福太郎、１８４０年光次と改称、父より習字の

指導を受ける、翌年柏木村の松林寺住職禅定和

尚に読書を学ぶ、その後色々な書を極めながら

１８５５年安政２年７月隣の田野学館で武市瑞山に

剣術を学び、その後高知に出て武市瑞山道場に

入門、塾門に通いながら安政３年中岡光次晴久

と署名、１８５６年桃井晴久の門下となる。その後

かね（１５歳）と結婚、文久３年１月１０日京都へ

出発慎太郎と署名、板垣退助と会合し意気投合

する。同じく文久４年１月１９日上京し長州藩邸

にいり、久坂玄瑞らと活動し、その後色々な藩

士と会談しながら慶応元年６月８日坂本龍馬と

京都の薩摩邸に滞在して薩長和解の策を練る。

慶応３年京都で板垣、中岡、西郷と逢う、１１月

１５日坂本龍馬の下宿近江屋で会談中見廻り組

佐々木只三郎ら７人に襲撃され死亡する。

このような歴史の物語が語り継がれ、現在は

地元に生家が復元されて歴史民族館も会館し、

多くの歴史ファンの人達が県外からも訪れてい

ます。また隣町には脱藩中に宿泊した岡御殿も

復元されており、歴史の宝庫です。

ここで地域の現状に触れてみたいと思います。

消防本部は管内５ヶ町村の組合消防で昭和４６

年１月に１本部１署１分駐所で発足し、その後

行政の簡素化に伴い昭和５５年中芸行政組合に名

称を変更、現在に至っているが平成１０年７月か

ら行政の一元化を図る為広域連合に移行すべき

準備を進めているところです。

当本部の活動状況については、火災件数、救

急についても少なく、火災については多い時で

３０件前後、少ない年には１桁台です。火災の特

徴としては林野が全体の９０％をしめている関係

で、林野火災が発生をすると、防災ヘリ等の要

請もしばしば行うことがあります。救急件数に

ついては年間約５００件前後で推移しており、内

容としては全国と同じく急病が全体の５０％を占

めています。搬送先については、管内に救急病

院が１病院の為約半数が管外搬送となっていま

す。現在は高規格救急車も導入され、救命士も

３名誕生し、地域住民の生命の保護に当たって

います。

他の災害では、台風銀座といわれている室戸

市に隣接しており台風の常習地帯であり、防災

にもたいへん苦慮しています。一方火災予防に

ついては火災０運動を実施し、キャラクターに

よる防火 PR、航空機による呼び掛け、防災無

線、広報紙等による住民へのよび掛けを実施し

ています。

隊員の訓練については、体力訓練を兼ねて国

有林等への立看板の設置等も実施をしています。

今後地域住民の皆様方に少しでも消防・救急に

対する理解を得る為地域の学習会等にも参加を

し、火災予防・応急手当講習等を行っています。

一方消防団関係では、５団１０分団で構成され

２４１名の少数団員で地域の守りについています。

各分団には消防車１台、小型動力ポンプ付積

北から南から ◆各地の消防だより

土佐勤王党の地～結いの里中芸

中芸行政組合消防本部 消防長 公文 勝久
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載車を各１台ずつ配置し、すべての車載に車載

無線を取り付け団専用波と消防波、県内波の３

波を装備しています。

現在は団員の確保が非常に難しくなっており、

今後、より一層消防団の活性化にも取り組んで

参りたいと考えています。

当地の特産品について少し触れてみますと、

当地方は自然の豊かさがメインであり特産物の

ユズ加工品、海産物、園芸作物が主な物で、レ

ジャーとしては鮎の友掛け河川が２河川有り、

シーズンには県内外から多くの釣りファンが訪

れており、近くにはキャンプ場も整備されてお

りシーズンには家族づれで賑わいを見せていま

す。

また現在では、ハングライダーの練習場も完

備をし祝祭日には多くの方が訪れています。

これからも、全国からの皆様方のお越しをお

待ちしています。

平成８年中の住宅火災による死者は１，１２２人

となっており、建物火災の死者の８６％を占めて

います。放火自殺者等を除くと８９０人であり、

こ の う ち６５歳 以 上 の 高 齢 者 は、４９８人

（５６．０％）と過半数を超えています。日本の社

会における高齢化が、今後もますます進展する

ことを考え併せると、高齢者を中心とした�住
宅防火対策は、国民全体の極めて重要な課題
となっています。

住宅火災によって発生した死者数を着火物別

にみますと、寝具類、衣類が全体の約３割を占

めています。特に衣類の着火においては、高齢

者の死者が占める割合が高く、一旦火がつくと

なかなか消すことができないことなどが死者発

生の原因となっています。その場合の消し方と

しては、走り回らずに倒れ込んで転がることな

どが考えられますが、高齢者の方は身体的条件

から迅速かつ的確な行動をとることは非常に困

難と言えます。

このため、火が燃え広がりにくい防炎性能の

ある衣類を使用することは、衣類の着火による

死者を減らすための有効な手段となります。現

在、割烹着、エプロン、アームカバー、パジャ

マ、寝間着などが防炎製品として製造、販売さ

れています。

また、じゅうたん、寝具、カーテンなどは、

家庭で使用する繊維製品の中でも着火物となり

やすく、一旦火がつくと延焼拡大の媒体となり

やすいことから、これらのものに防炎性能を有

するものを使用することは、火災の拡大を防ぐ

上で効果的です。さらに、車のボディカバーに

防炎製品を使用することは、放火火災の防止に

もつながります。

ただし、ここで注意していただきたいのは、

あくまで防炎製品は�燃えにくく�加工されて
いるということであり、全く燃えないから火災

にならないというものではないということです。

防炎製品の活用は、火災予防対策と組み合わせ

ることにより効果を発揮するものなのです。そ

れゆえに、�防炎製品を使用しているのだから
大丈夫だろうと考えて、日頃の住宅防火対策
の心がけをおろそかにしてはいけません。

住宅において火災の危険から高齢者を守るこ

とは、国民全体の火災による死者を減少させる

ことにつながります。このため、身近なところ

から防炎製品を使っていくことは、住宅の防火

を図る上で重要な対策の一つとなっています。

☆住宅防火対策の推進《防炎品の普及促進》

（予 防 課）

��������������� 広 報 資 料・６月分 ���������������
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子供の火遊びによる火災は、大人がいない時

や人目につきにくい場所で発生することが多く、

このために火災の発見が遅れたり、初期消火が

困難になるなどして火災が大きくなることがあ

ります。

平成８年中の火遊びによる火災は２，７０２件と

前年に比べ６４件（２．３％）減少しましたが、依

然として全火災の４．２％を占めています。また、

火遊びによる火災の損害額をみると、３３億４，２７７

万円で、前年より７，５６９万円（２．３％）増加して

います。発火源別の出火件数をみると、ライタ

－によるものが最も多く１，３５０件、次いでマッ

チによるものが４９７件、花火によるものが９８件

発生しています。

子供の火遊びによる火災を防ぐためには、両

親や周囲の大人が次のような点に注意を払うと

ともに、子供に対して火の恐ろしさや防火の知

識について、年齢に応じた教育を行うことが必

要です。

� マッチやライタ－などは、子供の手の届く

ところに置かない。

子供の火あそびを防ぐ最良の方法は、簡単

な操作で着火するマッチやライタ－などを子

供の手の届かない場所へ置くことです。

� 子供だけでは火を取り扱わせない。

子供は、たとえ火の取扱いができても火の

持つ危険性を十分に理解するには未熟なため、

火の適切な取扱いは期待できません。花火や

たき火をする時には、必ず大人が立ち会いま

しょう。

� アイロン、ヘアードライヤーなどの高熱を

発する電気器具は、子供がいたずらできない

ような場所に保管する。

子供は、好奇心が旺盛で、どんな物に対し

ても興味を持つものです。アイロン、ヘアー

ドライヤーなどを使用したままにしておくと、

子供がさわってスイッチを入れてしまうこと

が考えられますので、使用後は必ずコンセン

トを抜き、子供がいたずらをできない場所に

保管しましょう。

 子供だけを残して外出することを避ける。

子供、特に幼児だけを残して外出すること

は避けなければなりません。やむを得ず子供

だけを残して外出する時には、ガスこんろの

元栓を閉めるなど火気使用器具が容易に火が

つかないようにするのは勿論のこと外出時間

もできるだけ短くしましょう。

! 子供が火遊びをしているのを見かけたら、

注意してやめさせる。

子供は、火遊びにスリルと興奮を覚えるも

ので、エスカレートしていくとその頻度も増

え、行動も危険なものとなります。このよう

な危険性を早期に防ぐためにも、子供の火遊

びを見つけたら、必ず厳しく注意しやめさせ

ましょう。

" 子供に火の恐ろしさ、正しい火の取扱いに

ついて教える。

子供が火に対して興味を示すのは自然なこ

防 炎 製 品 の 種 類

☆火遊びによる火災の防止

（予 防 課）

寝 具 類 ふとん、座ぶとん、マットレス、ベッドパット、ベッドスプレッド、毛布、
タオルケット、枕、毛布・布団カバーなど

寝 衣 類 パジャマ、ネグリジェ、寝間着、丹前、羽織、ガウンなど

キッチンウェア 割烹着、エプロン、アームカバーなど

そ の 他 非常持出袋、防災頭巾など
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とであり、火に関心を持つようになったら、

火の恐ろしさを十分理解させるとともに、そ

の正しい取扱方法について教えていくことが

大切です。

もし火災が起こったら、真っ先に危険にさ

らされるのは幼い子供たちなのです。子供の火

遊びで�まさかということにならないために
も、日頃から子供たちに火災のこわさと火災予

防の大切さを教え、理解させておくことが大切

です。

目的

石油類をはじめとする危険物は、自動車・ス

ト－ブ・ボイラ－などの燃料や、プラスチック

・塗料などの化学工業製品の原料などとして幅

広く使用されており、現代の私たちの生活を支

えてくれる非常に便利なものとなっています。

しかし、これらの危険物は、取扱いを誤ると

火災・爆発を起こす可能性が高く、多くの生命

や財産を一瞬にして奪ってしまう危険なもので

もあります。したがって、危険物を取り扱う際

には細心の注意をもって臨み、その安全確保に

努めなければなりません。

危険物に係る事故の多くは、人間の不注意が

原因で発生しているものとなっております。

こうした事故の発生を未然に防止するために

は、危険物の取扱いに従事する方々の保安に対

する意識の高揚や、各事業所における保安管理

の徹底などの、自主保安体制の確立が不可欠で

す。

このため、消防庁では、毎年６月の第２週を

�危険物安全週間とし、危険物関係事業所に
対して保安の確保を呼びかけるとともに、広く

一般国民の方々に対しても、危険物に対する理

解を深めていただくよう努めています。

期間

平成１０年６月７日	から６月１３日�

実施団体

消防庁、地方公共団体、全国消防長会、全国

危険物安全協会、危険物関係諸団体

危険物安全週間の実施方針

危険物安全週間中は、消防庁、地方公共団体、

全国消防長会、全国危険物安全協会、その他関

係団体の緊密な協力のもとに、地域の実情に応

じ、以下のような行事を実施します。

・講演会、研修会等の開催

・新聞、テレビ、懸垂幕、立て看板等による広

報

・危険物についてのポスターやパンフレット等

の作成、配布

・消防機関による危険物関係事業所等に対する

査察の実施

・危険物関係事業所における防災訓練

・危険物保安功労者の表彰

・優良危険物関係事業所の表彰

・危険物安全週間推進標語の募集、表彰

この�危険物安全週間をとおして、危険物
の取扱いに従事する方々をはじめ、多くの方々

が危険物に対する理解を深めることにより、事

故のない、安全で豊かな社会を築いていきまし

ょう。

☆危険物施設の安全の確保

（危険物規制課）
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平成１０年３月の通知・通達について

��������������� お 知 ら せ ���������������

発 番 号 日 付 あ て 先 発信者 標 題

消防危第１８号 １０．３．２ 各都道府県知事 消防庁長官 平成１０年度�危険物安全週間の実施につい
て

消防危第１９号 １０．３．４ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 危険物の規制に関する規則の一部を改正する
省令等の施行について

消防消第２８号 １０．３．５ 各都道府県消防主管部長 消防課長 平成１０年度市町村消防施設等整備費補助金の
配分方針について

消防危第２２号 １０．３．１１ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の
技術上の基準に係る運用上の指針について

消防危第２３号 １０．３．１１ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 危険物を取り扱う配管等として用いる強化プ
ラスチック製配管に係る運用基準について

消防危第２５号 １０．３．１３ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る
運用について

消防危第２６号 １０．３．１６ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 屋内貯蔵所等における危険物以外の物品の貯
蔵に係る運用基準について

消防危第２７号 １０．３．１６ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 危険物配管における危険物以外の物品の取扱
いに係る運用について

消防危第２８号 １０．３．１６ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 複数の取扱形態を有する一般取扱所に関する
運用について

消防危第２９号 １０．３．１６ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 製造所及び一般取扱所の危険物を取り扱うタ
ンクに関する運用について

消防救第５０号 １０．３．１７ 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁消防総監
政令指定都市消防局長
岡山市消防局長

消防庁
救急救助課長

�技能証明等の既得資格による試験の免除の
取扱について、�航空法施行規則別表第二の
運用について、�航空機乗組員飛行日誌記入
要領の改正等について

消防危第３０号 １０．３．２０ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 保安四法に係る整合性の確保の促進について

消防危第３１号 １０．３．２０ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 特定屋外タンク貯蔵所における緊急遮断弁に
係る運用について

消防危第３２号 １０．３．２０ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 防油堤の漏えい防止措置等について

消防災第２６号 １０．３．２３ 各都道府県消防防災主管部長 防災課長 �第１４回防災ポスターコンクールについて

消防危第３３号 １０．３．２５ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 防油堤目地部の補強材の性能等について

消防救第５４号 １０．３．２５ 各都道府県知事 消防庁次長 消防法施行令の一部を改正する政令の施行に
ついて（通知）

消防救第５６号 １０．３．２５ 各都道府県消防主管部長 消防庁
救急救助課長

消防法施行令の一部を改正する政令の施行に
ついて（通知）

消防震第２２号 １０．３．２６ 各都道府県消防防災主管部長 震災対策指導室長
（７省庁課室長
連名）

�地域防災計画における津波対策強化の手
引及び�津波災害予測マニュアルの送付
について
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消防組織法第１０条は、火災その他の災害の増

加に対処し、市町村における予防行政の推進と

消防力の充実強化を図るため、政令で定める市

町村に対し、消防本部及び消防署の設置を義務

付けており、同条に基づく�消防本部及び消防
署を置かなければならない市町村を定める政令

（昭和４６年６月１日政令第１７０号）において、
すべての市は消防本部及び消防署の設置が義務

付けられており、町村については、自治大臣が

当該町村の人口、態容、気象条件等を考慮して

指定したものについて同様の義務が生じること

とされています。

このたび、平成１０年４月２日付け自治省告示

第１１４号をもって、１８町村が自治大臣の指定を

受けたところであり、これにより市町村数の

９７．３％にあたる３，１４５市町村が政令指定され、

平成１１年４月１日には、常備化市町村は、３，１４８

市町村（うち３町村については政令指定による

義務付けのない任意実施町村である。）となり、

常備化率は９７．４％となる見込みです。

なお、消防庁としては、非常備町村のうち、

火災等の発生状況、救急需要、消防団の体制等

地域の実情から常備化する必要があると考えら

れる町村に対しては、一部事務組合の設立や事

務委託などを含め、その効果的な消防体制の整

備について検討するよう指導しているところで

す。

自治省告示第百十四号

消防本部及び消防署を置かなければならない

市町村を定める政令（昭和四十六年政令第百七

十号）本則の規定に基づき、消防本部及び消防

署を置かなければならない町村を次のとおり指

定する。

右の指定は、平成十一年四月一日からその効

力を生ずる。

平成十年四月二日

自治大臣 上杉 光弘

県名 郡 名 町村名

長野県 下水内郡 栄村

岐阜県 大野郡 久々野町、丹生川村、清見

村、荘川村、白川村、宮村、

朝日村、高根村

吉城郡 河合村、宮川村

愛知県 北設楽郡 設楽町、東栄町、豊根村、

富山村、津具村

渥美郡 赤羽根町

奈良県 吉野郡 西吉野村

消防本部及び消防署を置かなければならない町村の指定について

消 防 課

発 番 号 日 付 あ て 先 発信者 標 題

消防危第３６号 １０．３．２７ 各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 危険物をタンクコンテナに収納して屋内貯蔵
所又は屋外貯蔵所に貯蔵する場合の運用につ
いて

消防予第３８号 １０．３．２７ 各都道府県消防防災主管部長 予防課長 �地下街に関する基本方針の改正について

消防消第４９号 １０．３．２７ 各都道府県消防主管部長
政令指定都市消防局長
東京消防庁消防総監

消防課長 平成９年度消防施設整備事業債の貸付条件に
ついて

消防特第３８号 １０．３．３１ 関係都道府県知事 消防庁次長 石油コンビナート等災害防止法施行令の一部
を改正する政令等の施行について

消防救第４７号 １０．３．３１ 各都道府県知事 消防庁次長 大規模災害時における広域航空消防応援実施
要綱及び同細目の一部改正について
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１ はじめに

複数の人間が共同して作業する時には、相

互の情報交換が不可欠で、消防活動ももちろ

んこの例外ではありません。近距離であれば

音声による情報の交換も可能ですが、騒音の

大きな活動現場の環境を考えると、１０メート

ル以上離れた隊員間の音声による情報交換は

不可能に近いと考えられ、携帯無線機などが

導入されています。しかし、消防活動時に使

用するという視点から現状の携帯無線機を眺

めて見ると、操作性をはじめ、必ずしも要求

を満たしているとは言えません。従前より指

摘されている通信の輻輳も、依然として改善

を要する課題の一つです。さらに、近隣消防

本部などよりの応援を受けるような大規模活

動の場合には、相互に交信が可能な状況を確

保しておく必要もあります。

こうした課題を解決するため、消防研究所

では最新のディジタル通信と移動体通信の技

術を導入した、使いやすく、混信にも強い、

携帯無線機を民間企業との共同で開発を行っ

ています。

#危険物安全週間推進標語$の決定について

消防庁では、地方公共団体、全国消防長会及

び全国危険物安全協会と共催で、関係諸団体の

協力により�危険物安全週間（６月の第２
週）を中心として危険物の安全に関する意識の

高揚及び啓発を行っています。

この一環として、�危険物安全週間推進標
語を全国に募集したところ、１３，６２７点にのぼ
る作品の応募があり、去る３月１２日危険物安全

週間推進標語審査委員会において標記作品が平

成１０年度の標語として決定されました。

この標語は、危険物の安全の確保に関する意

識を啓発するため本年５月に各都道府県、市町

村、消防機関、危険物関係事業所等に配布され

るポスター（モデル 芹澤信雄 プロゴルファ

ー）に使用されるほか、様々なかたちで周知が

図られていく予定です。

���������������������������������������������
平成９年度に消防科学・技術の高度化と消防

防災活動の活性化に寄与することを目的に募集

した。「消防防災機器の改良・開発作品及び消

防防災に関する科学論文」の入選作品の結果は、

消防庁消防研究所のホームページに掲載してい

ます。消防庁消防研究所のアドレスは下記のと

おりです。

http://www.fri.go.jp

消防研究コーナー ～消防研究所からのお知らせ～

高機能型携帯無線機の開発

安全は 日々の気持ちの 積み重ね

消防研究所

（危険物規制課）

－２６－



２ 開発の目標

高機能型携帯無線機の開発に先だって、ヒ

アリング調査を実施し�携帯無線機の要改善
点を以下の５項目に整理しました。
１）重い、ぶ厚い、高価

２）手袋などを装着した状態で操作が困難

３）電波割り当てが少なく輻輳する

４）呼吸器を付けた状態では使いにくい

５）電波出力の割に到達距離が短い

さらにこの結果を踏まえて�開発の方向
性を定めました。開発の方向性を要約する
と、�ディジタル通信、�咽喉マイク等の
技術を用いて、�ハンズフリーで、�騒音の
ある環境の下でも�双方向な通話が可能
で、さらに、画像・手画き絵・位置情報・健

康状況などのディジタル情報を送ることが可

能な機器開発を目標とするというものです。

開発期間を短くし、開発コストを低減させる

為に、パーソナルハンディーフォンシステム

（PHS）の技術を基盤技術として全面的に採

用することとしました。

３ 開発した高機能型携帯無線機の概要

開発した高機能型携帯無線機の概観を写真

１に示します。全体のシステムは、子機と親

機、さらに、親機を制御する管制用パーソナ

ルコンピュータから構成されていますが、最

小の構成では、子機のみで双方向のハンズフ

リー通話が可能です。親機が加わることによ

り、３台までの子機間でのグループ通話が可

能となります。さらに、管制用パーソナルコ

ンピュータが加わると、隊員情報の表示、マ

ウス操作による接続や切断が可能となります。

開発したシステムでは、画像を受信し表示で

きるのは管制用パーソナルコンピュータが接

続されている場合に限られます。高機能型携

帯無線機は、PHSで使用が認められている

１．９Hz帯の周波数（４通話／１周波数。４０通

話分）を使用します。電波出力は電波法の制

約内の１０mWですが、ディジタル方式を採用

しているため、電波条件の良い屋外では最大

限１�程度までの通話が可能です。子機ごと
に識別番号が割り振られ、この識別番号によ

り送信相手の指定、受信信号の識別が行われ

るため、自分の子機以外を呼び出す通信には

わずらわされません。また、その時点で使用

されていない周波数を無線機が自動的に探し

出して選択するMCA（Multi Channel Ac-

cess）方式をとっていますので、輻輳発生は

大幅に低減されます。周囲騒音は通信の妨害

となる一方で、隊員にとっては環境の情報を

伝えるうえで重要なものであり、遮音すれば

対策として十分だというものではありません。

そこで、幾種類かの騒音対策を組み合わせた

子機を試作し比較した結果、写真２に示す、

一定音量以上の周辺騒音のみ電気的に遮断す

るヘッドフォンと咽喉マイクロフォンの組み

合わせを選定しました。画像の送信のために

は、ディジタルカメラをパーソナルコンピュ

ータ経由で子機に接続した専用の子機を用い

ます。さらに、高機能型携帯無線機のヘッド

フォンには在来型の消防用携帯無線機イヤホ

ン端子からの出力を混合させることが出来、

在来型の携帯無線機との併用を可能としてあ

ります。在来型の携帯無線機を携行すること

が可能な条件では、併用使用することにより、

通信経路確保の信頼性向上が期待できること

と考えたからです。高機能型携帯無線機の機

能をまとめると次のようになります。

１）使用周波数：１．９Hz帯

２）出力：１０mW

３）子機本体重量：約１００グラム

４）連続使用時間：６時間以上

５）通信周波数の自動割り機能（MCA）

６）ハンズフリー通話可能

７）双方向通話可能

８）騒音環境の下での使用可能

９）通話相手の識別と特定が可能

１０）３台までの間でのグループ通話が可能

１１）画像などのディジタル情報の送信が可能

１２）一般の消防携帯無線機との併用可能
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１３）親機による隊員情報管理機能

１４）中継装置設置に対する拡張性

４ 今後の展望

高機能型携帯無線機は１０mWときわめて電

波出力が小さくなっています。この小出力の

おかげで、長時間の連続使用が可能となって

いますが、反面で、電波の到達距離に制約が

生じます。現在の消防用携帯無線機の数W

の出力でも電波が到達できない場所が残るこ

とは従前より指摘されていますが、このこと

は、出力を上げることによって建物内空間の

すべてに電波を到達させる方法の限界を示し

ています。消防隊員の活動する現場を、確実

に通信可能範囲とするためには、すべての通

信経路を無線に依存することは現実的ではな

くて、むしろ、命綱などの索状物の活用、梯

子車先端など見通しの良い場所への中継器の

配置などの方策を講ずるのが実際的であると

言えます。そうしたことから、高機能型携帯

無線機をベースにして通信経路の一部にケー

ブルを導入しケーブルと無線の自由な組合せ

を通信の媒体として使用できる�統合化した

消防防災用通信システムの開発に着手して
います。この開発中のシステムでは、固定系

の無線通信システムとの相互接続とすること

も目指しています。

(a) 親機と管制用パーソナル
コンピュータ

写真２ 一定音量以上の騒

音を遮断するヘッ

ドフォンを付けた

高機能型携帯無線

機子機

写真１ 高機能型携帯無線

機の子機と親機お

よび管制用パーソ

ナルコンピュータ

(b) 子機

��������������� 消 防 庁 辞 令 ���������������

（平成１０年３月３１日付）

氏 名 新 旧

澤 井 安 勇 辞職 消防庁次長

次郎丸 誠 男 退職 消防研究所長

金 澤 和 夫 出向
（自治大臣官房付へ）

消防職員企画官・国際協力官事務取扱

楜 沢 次 夫 出向
（自治大臣官房付へ）

消防研究所庶務課長

北 岡 開 造 長官付
辞職（東京消防庁予防部査察課長へ）

危険物保安技術協会業務企画部次長・企画課
長事務取扱

高 尾 昭 夫 出向
（自治大臣官房付へ）

救急救助課救急専門官兼理事官

高 橋 正 一 辞職
（危険物保安技術協会タンク審査部上席調査
役兼業務企画部上席調査役へ）

予防課違反処理対策官兼課長補佐

堀 井 巖 出向
（自治大臣官房総務課課長補佐へ）

消防課課長補佐
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西 浦 敬 出向
（自治大臣官房総務課課長補佐へ）

総務課主幹

中 川 正 剛 出向
（自治大臣官房総務課秘書係長へ）

震災対策指導室企画係長兼指導係長

星 川 正 幸 辞職
（横浜市消防局担当係長へ）

危険物規制課危険物判定係長

成 田 祥 介 辞職
（北海道総合企画部地域振興室地域調整課主査へ）

防災課防災第一係長兼防災第二係長

熊 谷 剛 一 出向
（自治大臣官房総務課主査へ）

消防課消防団係長

上 田 尚 弘 辞職
（神奈川県総務部管財課主査へ）

救急救助課緊急援助係長

榎 本 幸 一 出向
（自治大臣官房総務課主査へ）

特殊災害室企画係長

和 久 教 子 辞職
（川崎市消防局予防部保安課へ）

危険物規制課

柳 瀬 康 孝 出向
（自治大臣官房総務課へ）

消防大学校庶務課

赤 田 政 則 出向
（自治大臣官房総務課へ）

総務課

金 子 太 陽 出向
（自治大臣官房総務課へ）

消防研究所庶務課

逢 坂 真 徳 出向
（自治大臣官房総務課へ）

消防研究所庶務課

（平成１０年４月１日付）

氏 名 新 旧

滝 沢 忠 徳 消防庁次長 徳島県副知事

北 神 智 出向
（自治大臣官房付へ）

消防大学校長

朝 日 信 夫 消防大学校長 自治大臣官房付兼審議官

亀 井 浅 道 消防研究所長 消防研究所第三研究部長

佐 藤 文 俊 消防職員企画官・国際協力官事務取扱 自治大臣官房付

長谷川 和 俊 命消火第二研究室長事務取扱 消防研究所第二研究部長

斎 藤 直 消防研究所第三研究部長 消防研究所第二研究部消火第二研究室長

西 村 哲 生 消防研究所庶務課長 自治大臣官房会計課理事官

重 松 秀 行 消防課理事官 消防課課長補佐

佐 藤 貞 行 予防課違反処理対策官兼課長補佐 東京消防庁新宿消防署予防課長

松 本 則 夫 救急救助課救急専門官兼課長補佐 自治大臣官房総務課課長補佐

植 松 浩 二 消防課課長補佐 自治大臣官房総務課課長補佐
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鶴 田 俊 消防研究所第二研究部主任研究官 東京大学助教授

浅 本 邦 裕 総務課主幹 自治省行政局選挙部政治資金課主幹兼収支公
開室主幹兼政党助成室主幹

広 庭 忠 雄 出向
（自治大臣官房会計課主幹へ）

消防課主幹

渡 辺 大 士 出向
（自治省行政局選挙部政治資金課主幹兼収支
公開室主幹兼政党助成室主幹へ）

防災課主幹

三 宅 正 芳 出向
（自治省税務局府県税課主幹へ）

危険物規制課主幹・行政係長事務取扱

� 岡 正 一 免経理係長 消防研究所主幹・庶務係長
経理係長事務取扱

鈴 木 善 彰 消防課主幹・消防団係長事務取扱 消防課財政係長

山 下 稔 防災課主幹 自治省行政局公務員部福利課管理係長

田 邉 正 透 危険物規制課主幹・行政係長事務取扱 自治省財政局公営企業第一課交通事業係長

山 � 敏 明 出向
（自治省行政局選挙部政党助成室企画係長へ）

総務課会計第一係長兼会計第二係長

菊 地 進 特殊災害室企画係長 自治大臣官房総務課企画係長

大 西 節 男 出向
（自治省行政局公務員部能率安全推進室公平
係長へ）

総務課表彰係長

三 和 英 治 震災対策指導室企画係長兼指導係長 自治大臣官房総務課秘書係長

黒 澤 友 博 出向
（自治省税務局府県税課直税係長へ）

総務課総務係長

本 庄 宏 消防課財政係長 自治省税務局府県税課直税係長

笠 井 健 司 消防研究所庶務課経理係長 自治大臣官房総務課主査

小野寺 則 博 総務課総務係長 自治省税務局固定資産税課企画係長

大 川 祐規夫 防災課防災第一係長兼防災第二係長 北海道総合企画部地域振興室地域振興課主査

井 上 高 雄 消防課職員第一係長兼教養係長 茨城県企画部地域振興室計画調整課主任

早 川 和 一 総務課会計第一係長兼会計第二係長 自治省財政局財政課調査統計係長

小野田 裕 之 出向
（自治省行政局公務員部公務員課公務員第二
係長兼公務員第三係長へ）

消防課職員第一係長兼教養係長

小此木 哲 也 救急救助課緊急援助係長 自治大臣官房総務課主査

加 藤 晃 一 危険物規制課危険物判定係長 川崎市消防局臨港消防署予防課主任

山 口 大 助 総務課表彰係長 自治大臣官房総務課
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木 原 育 子 消防大学校庶務課庶務主任 消防大学校庶務課

古 川 広 紀 出向
（自治大臣官房総務課主査へ）

総務課

依 田 和 弘 消防課 自治省財政局公営企業第一課

斎 藤 正 治 出向
（自治省行政局公務員部公務員課へ）

消防研究所庶務課

木 村 宗 敬 出向
（自治大臣官房総務課へ）

総務課

藤 井 比早之 出向
（自治省行政局選挙部政治資金課兼行政課へ）

消防課

荒 井 陽 一 出向
（自治省財政局交付税課へ）

危険物規制課

菊 地 健太郎 出向
（自治大臣官房総務課へ）

防災課兼防災情報室

大 井 潤 出向
（自治省財政局財政課へ）

救急救助課

神 田 大 介 出向
（自治省税務局市町村税課へ）

防災課

野 瀬 裕 司 出向
（自治省行政局公務員部高齢対策室へ）

消防課

村 岡 嗣 政 総務課 自治大臣官房総務課

近 藤 貴 幸 消防課 自治大臣官房総務課

北 村 朋 生 危険物規制課 自治大臣官房総務課

羽 白 淳 防災課兼防災情報室 自治大臣官房総務課

大 塚 大 輔 救急救助課 自治大臣官房総務課

村 井 隆 一 総務課 自治大臣官房総務課

伊 藤 修 一 出向
（自治大臣官房総務課へ）

総務課

伊 藤 章 司 総務課 自治大臣官房総務課

川 戸 淳 史 総務課 自治省行政局選挙部選挙課

土 田 康 博 消防大学校庶務課 自治大臣官房総務課

� 田 裕 正 出向
（自治省財政局財政課へ）

総務課

茂 原 伸 幸 出向
（自治省行政局公務員部公務員課へ）

危険物規制課

関 祐 介 出向
（自治省財政局交付税課へ）

総務課

蒲 地 祥 吾 総務課 自治大臣官房総務課

丸 山 正 徳 消防課 自治大臣官房総務課
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☆有人セルフサービス方式の給油取扱所におけるガソリン等の取扱い

☆林野火災の防止

☆外出先での地震の対処

☆住宅防火対策の推進

４月の広報テーマ

編 集 発 行

消 防 庁 総 務 課

〒１０５―０００１東京都港区虎ノ門

２丁目２番１号

TEL ��（����）����

編 集 後 記

桜前線の後を追って福岡市から上京し、消防庁総務課に勤務することとなりまし
た。
さてこのたび、広報係として一年間�消防の動き�の編集を担当させて頂くこと

となりました。小方（お・が・た）と申します。
消防士となり７年間、第一線で勤務して参りましたが、４月から初めての東京で

の一人暮らし、スーツに身を着替え、片手には地図を持ち、縦横無尽に走る地下鉄
を乗り継ぎ、慣れない仕事に、机に向かっています。
情報というものは、消防機関にとってのみならず、あらゆる方面においても重要

であることは、間違いありません。
�情報なくして、対応なし�という言葉があるように、いち早く皆さんに知って
頂きたい多くの情報を、�消防の動き�を通じ、お伝えしていく役割を果たして参
りたいと思います。

杉 田 一 宏 防災課 自治大臣官房総務課

吉 浜 隆 雄 総務課併任 自治大臣官房総務課

新井場 公 徳 消防研究所第一研究部

中 越 康 友 危険物規制課

宮 沢 隆 律 総務課 自治大臣官房総務課

鈴 木 宏 治 特殊災害室 自治大臣官房総務課

大 竹 勇 二 消防研究所庶務課 自治大臣官房総務課

	 井 祐 樹 消防研究所庶務課 自治大臣官房総務課

（平成１０年４月９日付）

氏 名 新 旧

山 口 祥 義 出向
（自治大臣官房総務課課長補佐へ）

救急救助課課長補佐

岡 本 誠 司 救急救助課課長補佐 自治大臣官房総務課課長補佐
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